
平成 2 9 年 7 月５日  

保 護 者 様 

練馬区立豊玉第二中学校  

   校 長  中 山  徹  

 

台風接近に伴う対応について 

 

 今年度も、台風接近に伴う休校措置等の判断については、練馬区教育委員会の方針に基づいて以下の

ように対応いたします。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 台風接近の際の休校措置の判断について 

 

  当該日の午前 7時の時点で、気象庁から練馬区に特別警報または暴風警報が発表中の場合は、練馬

区立小・中学校全校で臨時休校となります。 

  この場合、午前 7時過ぎに、学校連絡メールおよび各クラスの緊急電話連絡網を使わせていただき

ご連絡するとともに、学校のホームページにも掲載します。 

  気象庁ホームページの気象警報・注意報からもご確認ください。 

 

２ 始業時刻を繰り下げる場合について 

 

  台風が通過する速度および風雨や地域の状況により、始業時刻を繰り下げる場合、午前7時過ぎに、

学校連絡メールおよび各クラスの緊急電話連絡網を使わせていただきご連絡するとともに、学校のホ

ームページにも掲載いたします。 

   

 

 

 

 

  
問い合せ先 

練馬区立豊玉第二中学校 

副校長  大熊 恵子  

電 話  3 9 93 - 4 21 2 

 


